
第６８号議案 

 

八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例設定に

ついて 

 

八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のとおり設定するもの

とする。 

 

令和２年６月８日 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

（八王子市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 八王子市市税賦課徴収条例（昭和２５年八王子市条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （固定資産税の納税義務者等）  （固定資産税の納税義務者等） 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋につい

ては、登記簿又は土地補充課税台帳若しく

は家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分

所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第２条第３項の専有部分の属する家

屋（同法第４条第２項の規定により共用部

分とされた附属の建物を含む。）について

は、当該家屋に係る同法第２条第２項の区

分所有者（以下「区分所有者」という。）

とする。以下固定資産税について同様とす

る。）として登記又は登録がされている者

をいう。この場合において、所有者として

登記又は登録がされている個人が賦課期日

前に死亡しているとき、若しくは所有者と

して登記又は登録がされている法人が同日

前に消滅しているとき、又は所有者として

登記されている法第３４８条第１項の者が

同日前に所有者でなくなつているときは、

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋につい

ては、登記簿又は土地補充課税台帳若しく

は家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分

所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第２条第３項の専有部分の属する家

屋（同法第４条第２項の規定により共用部

分とされた附属の建物を含む。）について

は、当該家屋に係る同法第２条第２項の区

分所有者（以下「区分所有者」という。）

とする。以下固定資産税について同様とす

る。）として登記又は登録されている者を

いう。この場合において、所有者として登

記又は登録されている個人が賦課期日前に

死亡しているとき、若しくは所有者として

登記又は登録されている法人が同日前に消

滅しているとき、又は所有者として登記さ

れている法第３４８条第１項の者が同日前

に所有者でなくなつているときは、同日に



同日において当該土地又は家屋を現に所有

している者をいう。 

おいて当該土地又は家屋を現に所有してい

る者をいう。 

３ （略） ３ （略） 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水

害、火災その他の事由により不明である場

合には、その使用者を所有者とみなして、

固定資産課税台帳に登録し、その者に固定

資産税を課することができる。この場合に

おいて、市は、当該登録をしようとすると

きは、あらかじめ、その旨を当該使用者に

通知しなければならない。 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水

害、火災その他の事由によつて不明である

場合においては、その使用者を所有者とみ

なして、これに固定資産課税台帳に登録

し、その者に固定資産税を課する。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行

つてもなお固定資産の所有者の存在が不明

である場合（前項に規定する場合を除

く。）には、その使用者を所有者とみなし

て、固定資産課税台帳に登録し、その者に

固定資産税を課することができる。この場

合において、市は、当該登録をしようとす

るときは、あらかじめ、その旨を当該使用

者に通知しなければならない。 

 

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１

９号）による土地区画整理事業（農住組合

法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１

項の規定により土地区画整理法の規定が適

用される農住組合法第７条第１項第１号の

事業及び密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律（平成９年法律第４

９号）第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律

第４５条第１項第１号の事業並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法（昭和５０年法律第６

７号）による住宅街区整備事業を含む。以

下この項において同じ。）又は土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）による土地

改良事業の施行に係る土地については、法

令若しくは規約等の定めるところにより仮

換地、一時利用地その他の仮に使用し、若

しくは収益することができる土地（以下こ

の項において「仮換地等」と総称する。）

の指定があつた場合又は土地区画整理法に

よる土地区画整理事業の施行者が同法第１

００条の２（農住組合法第８条第１項及び

密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第４６条第１項において適用

する場合並びに大都市地域における住宅及

び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

第８３条において準用する場合を含む。）

の規定により管理する土地で、当該施行者

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１

９号）による土地区画整理事業（農住組合

法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１

項の規定により土地区画整理法の規定が適

用される農住組合法第７条第１項第１号の

事業及び密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律（平成９年法律第４

９号）第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律

第４５条第１項第１号の事業並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法（昭和５０年法律第６

７号）による住宅街区整備事業を含む。以

下この項において同じ。）又は土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）による土地

改良事業の施行に係る土地については、法

令若しくは規約等の定めるところによつて

仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、

若しくは収益することができる土地（以下

この項において「仮換地等」と総称す

る。）の指定があつた場合又は土地区画整

理法による土地区画整理事業の施行者が同

法第１００条の２（農住組合法第８条第１

項及び密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第４６条第１項におい

て適用する場合並びに大都市地域における

住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法第８３条において準用する場合を含

む。）の規定によつて管理する土地で、当



以外の者が仮に使用するもの（以下この項

において「仮使用地」という。）がある場

合には、当該仮換地等又は仮使用地につい

て使用し、又は収益することができること

となつた日から換地処分の公告がある日又

は換地計画の認可の公告がある日までの間

は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対

応する従前の土地について登記簿又は土地

補充課税台帳に所有者として登記又は登録

がされている者をもつて、仮使用地にあつ

ては、土地区画整理法による土地区画整理

事業の施行者以外の仮使用地の使用者をも

つて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地

に係る第１項の所有者とみなし、換地処分

の公告があつた日又は換地計画の認可の公

告があつた日から換地又は保留地を取得し

た者が登記簿に当該換地又は保留地に係る

所有者として登記される日までの間は、当

該換地又は保留地を取得した者をもつて当

該換地又は保留地に係る同項の所有者とみ

なすことができる。 

該施行者以外の者が仮に使用するもの（以

下この項において「仮使用地」という。）

がある場合においては、当該仮換地等又は

仮使用地について使用し、又は収益するこ

とができることとなつた日から換地処分の

公告がある日又は換地計画の認可の公告が

ある日までの間は、仮換地等にあつては当

該仮換地等に対応する従前の土地について

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者とし

て登記又は登録されている者をもつて、仮

使用地にあつては、土地区画整理法による

土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地

の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等

又は仮使用地に係る第１項の所有者とみな

し、換地処分の公告があつた日又は換地計

画の認可の公告があつた日から換地又は保

留地を取得した者が登記簿に当該換地又は

保留地に係る所有者として登記される日ま

での間は、当該換地又は保留地を取得した

者をもつて当該換地又は保留地に係る同項

の所有者とみなす。 

７ （略） ６ （略） 

  

 （現所有者の申告）  

第５５条の６ 現所有者（法第３８４条の３

に規定する現所有者をいう。以下この条及

び次条において同じ。）は、現所有者であ

ることを知つた日の翌日から３月を経過し

た日までに次に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。 

 

 ⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名

又は名称、次号に規定する個人との関係

及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあつては、住

所、氏名又は名称及び同号に規定する個

人との関係） 

 

 ⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又

は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課

税台帳に登記又は登録がされている個人

が死亡している場合における当該個人の

住所及び氏名 

 

 ⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に

関し必要と認める事項 

 

  

 （固定資産に係る不申告に関する過料）  （固定資産に係る不申告に関する過料） 

第５６条 固定資産の所有者（法第３８６条

に規定する固定資産の所有者をいう。）が

第５５条の４若しくは法第３８３条の規定

により、又は現所有者が前条の規定により

申告すべき事項について正当な事由がなく

第５６条 固定資産の所有者（法第３８６条

に規定する固定資産の所有者をいう。）が

第５５条の４又は法第３８３条の規定によ

つて申告すべき事項について正当な事由が

なくて申告をしなかつた場合においては、



て申告をしなかつた場合には、その者を１

０万円以下の過料に処する。 

その者を１０万円以下の過料に処する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準） 

第７４条 （略） 第７４条 （略） 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除

く。）の本数は、紙巻たばこの本数による

ものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量を

もつて紙巻たばこの１本に換算するものと

する。ただし、１本当たりの重量が０．７

グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの１本をもつて紙

巻たばこの０．７本に換算するものとす

る。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除

く。）の本数は、紙巻たばこの本数による

ものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量を

もつて紙巻たばこの１本に換算するものと

する。 

   区分 重量   区分 重量  

 （略） （略）   （略） （略）  

  ３ （略） ３ （略） 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ

（同項ただし書に規定する葉巻たばこを除

く。）の重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合又は第３項第１号に掲げる方法によ

り同号に規定する加熱式たばこの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における計

算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ご

との１個当たりの重量に当該製造たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た重量を第７２

条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計

し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換

算する方法により行うものとする。 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの

重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又

は第３項第１号に掲げる方法により同号に

規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこ

の本数に換算する場合における計算は、売

渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個

当たりの重量に当該製造たばこの品目ごと

の数量を乗じて得た重量を第７２条に掲げ

る製造たばこの区分ごとに合計し、その合

計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法

により行うものとする。 

５～１０ （略） ５～１０ （略） 

  

   附 則    附 則 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第２

３条の２第１項の規定による申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及びそ

の時までに提出された第２３条の３第１項

の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについてや

第８条 昭和５７年度から令和３年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第２

３条の２第１項の規定による申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及びそ

の時までに提出された第２３条の３第１項

の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについてや



むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。次項において同じ。）は、当該事

業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。 

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。次項において同じ。）は、当該事

業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （固定資産税に係る課税標準の特例）  （固定資産税に係る課税標準の特例） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３

の２まで、第６１条又は第６２条の規定の

適用がある各年度分の固定資産税に限り、

第４２条第８項中「又は第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで」とあるのは

「若しくは第３４９条の３の４から第３４

９条の５まで又は附則第１５条から第１５

条の３の２まで、第６１条若しくは第６２

条」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３

の２までの規定の適用がある各年度分の固

定資産税に限り、第４２条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の５ま

で」とあるのは「若しくは第３４９条の３

の４から第３４９条の５まで又は法附則第

１５条から第１５条の３の２まで」とす

る。 

  

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は３分の２とする。 

１０～１６ （略） １０～１６ （略） 

１７ 法附則第６２条に規定する条例で定め

る割合は、０とする。 

 

  

 （宅地等に対して課する平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額と



場合における固定資産税額（以下「宅地等

調整固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整固定資産税額とす

る。 

した場合における固定資産税額（以下「宅

地等調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税額

とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の６を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額を超える場合には、同項の

規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の６を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額を超える場合には、同項

の規定にかかわらず、当該固定資産税額と

する。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に１０分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定

資産税額に満たない場合には、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に１０分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合に

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合に



おける固定資産税額とする。 おける固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額と

する。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額

とする。 

  

 （農地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

 （農地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該農地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係る当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「農地調整固定資産税

額」という。）を超える場合には、当該農

地調整固定資産税額とする。 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該農地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係る当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「農地調整固定資産税

額」という。）を超える場合には、当該農

地調整固定資産税額とする。 

   負担水準の区分 負担調整率   負担水準の区分 負担調整率  

 （略） （略）   （略） （略）  

  

第１５条 市街化区域農地に係る平成３０年

度から令和２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、前条の規定により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該市街化区域農地の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の１の額に１００分

第１５条 市街化区域農地に係る平成３０年

度から令和２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、前条の規定により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該市街化区域農地の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の１の額に１００分



の５を乗じて得た額を加算した額（当該市

街化区域農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「市街化

区域農地調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該市街化区域農地調整

固定資産税額とする。 

の５を乗じて得た額を加算した額（当該市

街化区域農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「市

街化区域農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該市街化区域

農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農

地に係る平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の市街化区域農地調整固定資産

税額は、当該市街化区域農地調整固定資産

税額が、当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の３分の１の額に１０分の２を乗じて得

た額（当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける市街化区域農地であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額に

満たない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農

地に係る平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の市街化区域農地調整固定資産

税額は、当該市街化区域農地調整固定資産

税額が、当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の３分の１の額に１０分の２を乗じて得

た額（当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は

法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合には、同項の規定にかかわ

らず、当該固定資産税額とする。 

  

 （特別土地保有税の課税の特例）  （特別土地保有税の課税の特例） 

第１７条 附則第１２条第１項から第５項ま

での規定の適用がある宅地等（附則第１１

条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、

法第３４９条の３、第３４９条の３の２又

は附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用がある宅地等を除く。）に対して

課する平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の特別土地保有税については、第

１０５条第１号及び第１０８条の５中「当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは、「当該年度分の固定

資産税に係る附則第１２条第１項から第５

項までに規定する課税標準となるべき額」

とする。 

第１７条 附則第１２条第１項から第５項ま

での規定の適用がある宅地等（附則第１１

条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、

法第３４９条の３、第３４９条の３の２又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用がある宅地等を除く。）に対し

て課する平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の特別土地保有税については、

第１０５条第１号及び第１０８条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の

固定資産税に係る附則第１２条第１項から

第５項までに規定する課税標準となるべき

額」とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （軽自動車税の環境性能割の非課税）  （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１７条の３ 法第４５１条第１項第１号 

（同条第４項において準用する場合を含

第１７条の３ 法第４５１条第１項第１号 

（同条第４項において準用する場合を含



む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家

用のものに限る。以下この条において同

じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動

車の取得が令和元年１０月１日から令和３

年３月３１日までの間（附則第１７条の７

第３項において「特定期間」という。）に

行われたときに限り、第６０条第１項の規

定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家

用のものに限る。以下この条において同

じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動

車の取得が令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日までの間（附則第１７条の７

第３項において「特定期間」という。）に

行われたときに限り、第６０条第１項の規

定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

  

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第１９条の２ 昭和６３年度から令和５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第３１条第１項に規定する土

地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所

得を除く。次項において同じ。）に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

第１９条の２ 昭和６３年度から令和２年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第３１条第１項に規定する土

地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所

得を除く。次項において同じ。）に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第３４条の

２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和２

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第３４条の

２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

  



３ （略） ３ （略） 

  

  
 （八王子市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第２条 八王子市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（所得控除） （所得控除） 

第２２条 所得割の納税義務者が法第３１４

条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に

該当する場合には、同条第１項及び第３項

から第１１項までの規定により雑損控除

額、医療費控除額、社会保険料控除額、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、

寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控

除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又

は扶養控除額を、前年の合計所得金額が２

，５００万円以下である所得割の納税義務

者については、同条第２項、第６項及び第

１１項の規定により基礎控除額をそれぞれ

その者の前年の所得について算定した総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額か

ら控除する。 

第２２条 所得割の納税義務者が法第３１４

条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に

該当する場合には、同条第１項及び第３項

から第１２項までの規定により雑損控除

額、医療費控除額、社会保険料控除額、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、

寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配

偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控

除額を、前年の合計所得金額が２，５００

万円以下である所得割の納税義務者につい

ては、同条第２項、第７項及び第１２項の

規定により基礎控除額をそれぞれその者の

前年の所得について算定した総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から控除す

る。 

  

 （市民税の申告）  （市民税の申告） 

第２３条の２ 第１１条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５

号の４様式（別表）による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３

１７条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から１月１日現在

において、給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外

の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかつたもの（公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかつた者で社会保

険料控除額（令第４８条の９の７に規定す

るものを除く。）、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額

（所得税法第２条第１項第３３号の４に規

定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第３１４条の２第４項に

規定する扶養控除額の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失

の金額の控除、同条第９項に規定する純損

第２３条の２ 第１１条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５

号の４様式（別表）による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３

１７条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から１月１日現在

において、給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外

の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかつたもの（公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかつた者で社会保

険料控除額（令第４８条の９の７に規定す

るものを除く。）、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額

（所得税法第２条第１項第３３号の４に規

定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第３１４条の２第５項に

規定する扶養控除額の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失

の金額の控除、同条第９項に規定する純損



失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

２２条の５の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかつた者」とい

う。）については、この限りでない。 

失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

２２条の５の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかつた者」とい

う。）については、この限りでない。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

 （たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準） 

第７４条 （略） 第７４条 （略） 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除

く。）の本数は、紙巻たばこの本数による

ものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量を

もつて紙巻たばこの１本に換算するものと

する。ただし、１本当たりの重量が１グラ

ム未満の葉巻たばこの本数の算定について

は、当該葉巻たばこの１本をもつて紙巻た

ばこの１本に換算するものとする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除

く。）の本数は、紙巻たばこの本数による

ものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量を

もつて紙巻たばこの１本に換算するものと

する。ただし、１本当たりの重量が０．７

グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの１本をもつて紙

巻たばこの０．７本に換算するものとす

る。 

   区分 重量   区分 重量  

 （略） （略）   （略） （略）  

  ３～１０ （略） ３～１０ （略） 

  

   附 則    附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

第５条 当分の間、第１０条、第２９条の２

第２項、第３４条第５項、第３４条の２第

２項、第３６条の１２第２項、第５４条第

２項、第７８条第５項、第８１条第２項、

第１０７条第２項（第１０８条の７におい

て準用する場合を含む。）、第１０８条第

２項（第１０８条の７において準用する場

合を含む。）、第１２７条及び第１３３条

第２項に規定する延滞金の年１４．６パー

セントの割合及び年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の

延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税

特別措置法第９３条第２項に規定する平均

貸付割合をいう。次項において同じ。）に

年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年７．

３パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあつてはその年における延滞金

特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．３パーセント

第５条 当分の間、第１０条、第２９条の２

第２項、第３４条第５項、第３４条の２第

２項、第３６条の１２第２項、第５４条第

２項、第７８条第５項、第８１条第２項、

第１０７条第２項（第１０８条の７におい

て準用する場合を含む。）、第１０８条第

２項（第１０８条の７において準用する場

合を含む。）、第１２７条及び第１３３条

第２項に規定する延滞金の年１４．６パー

セントの割合及び年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の

特例基準割合（当該年の前年に租税特別措

置法第９３条第２項の規定により告示され

た割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この条において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年（以下この条において「特

例基準割合適用年」という。）中において

は、年１４．６パーセントの割合にあつて

は当該特例基準割合適用年における特例基

準割合に年７．３パーセントの割合を加算



の割合にあつては当該延滞金特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、年７．３パーセ

ントの割合）とする。 

した割合とし、年７．３パーセントの割合

にあつては当該特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセントの割合を超える

場合には、年７．３パーセントの割合）と

する。 

２ 当分の間、第３６条第１項及び第４項に

規定する延滞金の年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の

平均貸付割合に年０．５パーセントの割合

を加算した割合が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年中において

は、その年における当該加算した割合とす

る。 

２ 当分の間、第３６条第１項及び第４項に

規定する延滞金の年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、特例基

準割合適用年中においては、当該特例基準

割合適用年における特例基準割合とする。 

  

 （納期限の延長に係る延滞金の特例）  （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第５条の２ 当分の間、日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項（第１号

に係る部分に限る。）の規定により定めら

れる商業手形の基準割引率が年５．５パー

セントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前

日までの期間（当該期間内に前条第２項の

規定により第３６条第１項及び第４項に規

定する延滞金の割合を前条第２項に規定す

る加算した割合とする年に含まれる期間が

ある場合には、当該期間を除く。以下この

項において「特例期間」という。）内（法

人税法第７５条の２第１項（同法第１４４

条の８において準用する場合を含む。）の

規定により延長された法第３２１条の８第

１項に規定する申告書の提出期限又は法人

税法第８１条の２４第１項の規定により延

長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセ

ント以下に定められる日以後に到来するこ

ととなる市民税に係る申告基準日が特例期

間内に到来する場合における当該市民税に

係る第３６条の規定による延滞金にあつて

は、当該年５．５パーセントを超えて定め

られる日から当該延長された申告書の提出

期限までの期間内）は、特例期間内にその

申告基準日の到来する市民税に係る第３６

条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定

及び前条第２項の規定にかかわらず、当該

年７．３パーセントの割合と当該申告基準

日における当該商業手形の基準割引率のう

ち年５．５パーセントの割合を超える部分

の割合を年０．２５パーセントの割合で除

第５条の２ 当分の間、日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項（第１号

に係る部分に限る。）の規定により定めら

れる商業手形の基準割引率が年５．５パー

セントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前

日までの期間（当該期間内に前条第２項の

規定により第３６条第１項及び第４項に規

定する延滞金の割合を前条第２項に規定す

る特例基準割合とする年に含まれる期間が

ある場合には、当該期間を除く。以下この

項において「特例期間」という。）内（法

人税法第７５条の２第１項（同法第１４４

条の８において準用する場合を含む。）の

規定により延長された法第３２１条の８第

１項に規定する申告書の提出期限又は法人

税法第８１条の２４第１項の規定により延

長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセ

ント以下に定められる日以後に到来するこ

ととなる市民税に係る申告基準日が特例期

間内に到来する場合における当該市民税に

係る第３６条の規定による延滞金にあつて

は、当該年５．５パーセントを超えて定め

られる日から当該延長された申告書の提出

期限までの期間内）は、特例期間内にその

申告基準日の到来する市民税に係る第３６

条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定

及び前条第２項の規定にかかわらず、当該

年７．３パーセントの割合と当該申告基準

日における当該商業手形の基準割引率のう

ち年５．５パーセントの割合を超える部分

の割合を年０．２５パーセントの割合で除



して得た数を年０．７３パーセントの割合

に乗じて計算した割合とを合計した割合

（当該合計した割合が年１２．７７５パー

セントの割合を超える場合には、年１２．

７７５パーセントの割合）とする。 

して得た数を年０．７３パーセントの割合

に乗じて計算した割合とを合計した割合

（当該合計した割合が年１２．７７５パー

セントの割合を超える場合には、年１２．

７７５パーセントの割合）とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （固定資産税に係る課税標準の特例）  （固定資産税に係る課税標準の特例） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３

の２まで、第６３条又は第６４条の規定の

適用がある各年度分の固定資産税に限り、

第４２条第８項中「又は第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで」とあるのは

「若しくは第３４９条の３の４から第３４

９条の５まで又は附則第１５条から第１５

条の３の２まで、第６３条若しくは第６４

条」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３

の２まで、第６１条又は第６２条の規定の

適用がある各年度分の固定資産税に限り、

第４２条第８項中「又は第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで」とあるのは

「若しくは第３４９条の３の４から第３４

９条の５まで又は附則第１５条から第１５

条の３の２まで、第６１条若しくは第６２

条」とする。 

  

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～１６ （略） ２～１６ （略） 

１７ 法附則第６４条に規定する条例で定め

る割合は、０とする。 

１７ 法附則第６２条に規定する条例で定め

る割合は、０とする。 

  

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第１９条 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第３１条第１項に

規定する譲渡所得を有する場合には、当該

譲渡所得については、第２０条及び第２２

条の２の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額とし、これらの金額につき第３項

第１号の規定により読み替えて適用される

第２２条の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得

金額」という。）の１００分の３に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課す

る。 

第１９条 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第３１条第１項に

規定する譲渡所得を有する場合には、当該

譲渡所得については、第２０条及び第２２

条の２の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項又は第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第３１

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額とし、これ

らの金額につき第３項第１号の規定により

読み替えて適用される第２２条の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。以

下「課税長期譲渡所得金額」という。）の

１００分の３に相当する金額に相当する市

民税の所得割を課する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  



 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第１９条の２ （略） 第１９条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別

措置法第３３条から第３３条の４まで、第

３４条から第３５条の３まで、第３６条の

２、第３６条の５、第３７条、第３７条の

４から第３７条の６まで、第３７条の８又

は第３７条の９の規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別

措置法第３３条から第３３条の４まで、第

３４条から第３５条の２まで、第３６条の

２、第３６条の５、第３７条、第３７条の

４から第３７条の６まで、第３７条の８又

は第３７条の９の規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。 

    

 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附

金税額控除の特例） 

 

第２５条 所得割の納税義務者が、新型コロ

ナウイルス感染症等の影響に対応するため

の国税関係法律の臨時特例に関する法律

（令和２年法律第２５号。次条において

「新型コロナウイルス感染症特例法」とい

う。）第５条第４項に規定する指定行事の

うち、市長が指定するものの中止若しくは

延期又はその規模の縮小により生じた当該

指定行事の入場料金、参加料金その他の対

価の払戻しを請求する権利の全部又は一部

の放棄を同条第１項に規定する指定期間内

にした場合には、当該納税義務者がその放

棄をした日の属する年中に法附則第６０条

第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相

当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲

げる寄附金を支出したものとみなして、第

２２条の５の規定を適用する。 

 

  

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 

 

第２６条 所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条第４項の規定の適用を受けた場合

における附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、同項中「令和１５年

度」とあるのは、「令和１６年度」とす

る。 

 

  

 
 （八王子市市税賦課徴収条例の一部改正） 



第３条 八王子市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金） 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金） 

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第

２６条、第３２条、第３２条の２若しくは

第３２条の５（第３６条の７の２において

準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）、第３３条の４第１項（第３３条

の５第３項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第３４条第

１項（法第３２１条の８第３４項及び第３

５項の申告書に係る部分を除く。）、第３

６条の７、第４８条、第６０条の７第１

項、第６３条第２項、第７８条第１項若し

くは第２項、第８２条第２項、第１０７条

第１項、第１１７条の６第３項又は第１２

５条第１項若しくは第２項に規定する納期

限後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額に

その納期限（納期限の延長のあつたとき

は、その延長された納期限とする。以下第

１号、第２号及び第５号において同じ。）

の翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（次の

各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

ら第４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間については

年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納

付書によつて納付し、又は納入書によつて

納入しなければならない。 

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第

２６条、第３２条、第３２条の２若しくは

第３２条の５（第３６条の７の２において

準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）、第３３条の４第１項（第３３条

の５第３項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第３４条第

１項（法第３２１条の８第２２項及び第２

３項の申告書に係る部分を除く。）、第３

６条の７、第４８条、第６０条の７第１

項、第６３条第２項、第７８条第１項若し

くは第２項、第８２条第２項、第１０７条

第１項、第１１７条の６第３項又は第１２

５条第１項若しくは第２項に規定する納期

限後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合においては、当該税額又は納入

金額にその納期限（納期限の延長のあつた

ときは、その延長された納期限とする。以

下第１号、第２号及び第５号において同

じ。）の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第

１号から第４号までに掲げる期間並びに第

５号及び第６号に定める日までの期間につ

いては年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付書によつて納付し、又は納入書に

よつて納入しなければならない。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 法第６０１条第３項若しくは第４項

（これらの規定を法第６０２条第２項及

び第６０３条の２の２第２項において準

用する場合を含む。）、法第６０３条第

３項又は法第６０３条の２第５項の規定

により徴収を猶予した税額 当該猶予し

た期間又は当該猶予した期間の末日の翌

日から１月を経過する日までの期間 

 ⑷ 法第６０１条第３項若しくは第４項

（これらの規定を法第６０２条第２項及

び第６０３条の２の２第２項において準

用する場合を含む。）、法第６０３条第

３項又は法第６０３条の２第５項の規定

によつて徴収を猶予した税額 当該猶予

した期間又は当該猶予した期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間 

 ⑸ 第３４条第１項の申告書（法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項の規

定による申告書に限る。）に係る税額

（次号に掲げるものを除く。） 当該税

額に係る納期限の翌日から１月を経過す

る日 

 ⑸ 第３４条第１項の申告書（法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１

９項の規定による申告書に限る。）に係

る税額（次号に掲げるものを除く。） 

当該税額に係る納期限の翌日から１月を

経過する日 

 ⑹ 第３４条第１項の申告書（法第３２１  ⑹ 第３４条第１項の申告書（法第３２１



条の８第３４項及び第３５項の申告書を

除く。）でその提出期限後に提出したも

のに係る税額 当該提出した日又はその

日の翌日から１月を経過する日 

条の８第２２項及び第２３項の申告書を

除く。）でその提出期限後に提出したも

のに係る税額 当該提出した日又はその

日の翌日から１月を経過する日 

  

 （年当たりの割合の基礎となる日数）  （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第１０条の２ 前条、第２９条の２第２項、

第３４条第５項、第３４条の２第２項、第

３６条第１項、第３６条の１２第２項、第

５４条第２項、第７８条第５項、第８１条

第２項、第１０７条第２項、第１０８条第

２項、第１２７条並びに第１３３条第２項

の規定に定める延滞金の額の計算につきこ

れらの規定に定める年当たりの割合は、

閏
じゆん

年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とする。 

第１０条の２ 前条、第２９条の２第２項、

第３４条第５項、第３４条の２第２項、第

３６条第１項及び第４項、第３６条の１２

第２項、第５４条第２項、第７８条第５

項、第８１条第２項、第１０７条第２項、

第１０８条第２項、第１２７条並びに第１

３３条第２項の規定に定める延滞金の額の

計算につきこれらの規定に定める年当たり

の割合は、閏
じゆん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合とする。 

  

 （市民税の納税義務者等）  （市民税の納税義務者等） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人の定めがあり、かつ、令第４７条に規

定する収益事業（以下この項及び第１８条

第２項の表第１号において「収益事業」と

いう。）を行うもの（当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。同号にお

いて「人格のない社団等」という。）又は

法人課税信託の引受けを行うものは、法人

とみなして、この節（第３４条第９項から

第１６項までを除く。）の規定中法人の市

民税に関する規定を適用する。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人の定めがあり、かつ、令第４７条に規

定する収益事業を行うもの（当該社団又は

財団で収益事業を廃止したものを含む。第

１８条第２項の表の第１号において「人格

のない社団等」という。）又は法人課税信

託の引受けを行うものは、法人とみなし

て、この節（第３４条第１０項から第１２

項までを除く。）の規定中法人の市民税に

関する規定を適用する。 

   

 （均等割の税率）  （均等割の税率） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ 第１１条第１項第３号又は第４号の者に

対して課する均等割の税率は、次の表の左

欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額とする。 

２ 第１１条第１項第３号又は第４号の者に

対して課する均等割の税率は、次の表の左

欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額とする。 

   法人の区分 税率   法人の区分 税率  

 １ 次に掲げる法人 

 ア～エ （略） 

 オ 資本金等の額（法

第２９２条第１項第

４号の２に規定する

資本金等の額をい

う。以下この表及び

第４項において同

じ。）を有する法人

（法人税法別表第２ 

年額 ５万円   １ 次に掲げる法人 

 ア～エ （略） 

 オ 資本金等の額（法

第２９２条第１項第

４号の５に規定する

資本金等の額をい

う。以下この表及び

第４項において同

じ。）を有する法人

（法人税法別表第２ 

年額 ５万円  



 に規定する独立行政

法人で収益事業を行

わないもの及びエに

掲げる法人を除く。

以下この表及び第４

項において同じ。）

で資本金等の額が

１，０００万円以下

であるもののうち、

市内に有する事務

所、事業所又は寮等

の従業者（俸給、給

料若しくは賞与又は

これらの性質を有す

る給与の支給を受け

ることとされる役員

を含む。）の数の合

計数（次号から第９

号までにおいて「従

業者数の合計数」と

いう。）が５０人以

下のもの 

    に規定する独立行政

法人で収益事業を行

わないもの及びエに

掲げる法人を除く。

以下この表及び第４

項において同じ。）

で資本金等の額が

１，０００万円以下

であるもののうち、

市内に有する事務

所、事業所又は寮等

の従業者（俸給、給

料若しくは賞与又は

これらの性質を有す

る給与の支給を受け

ることとされる役員

を含む。）の数の合

計数（次号から第９

号までにおいて「従

業者数の合計数」と

いう。）が５０人以

下のもの 

   

 ２～９ （略） （略）    ２～９ （略） （略）   

  ３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割

の額に、法第３１２条第３項第１号の法人

税額の課税標準の算定期間若しくは同項第

２号の期間又は同項第３号の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等を有していた月

数を乗じて得た額を１２で除して算定する

ものとする。この場合における月数は、暦

に従つて計算し、１月に満たないときは１

月とし、１月に満たない端数を生じたとき

は切り捨てる。 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割

の額に、法第３１２条第３項第１号の法人

税額の課税標準の算定期間、同項第２号の

連結事業年度開始の日から６月の期間若し

くは同項第３号の連結法人税額の課税標準

の算定期間又は同項第４号の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等を有していた月

数を乗じて得た額を１２で除して算定する

ものとする。この場合における月数は、暦

に従つて計算し、１月に満たないときは１

月とし、１月に満たない端数を生じたとき

は切り捨てる。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付） 

第３４条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２

項、第３１項、第３４項及び第３５項の規

定による申告書（第９項、第１０項及び第

１２項において「納税申告書」という。）

を、同条第１項、第２項、第３１項及び第

３５項の申告納付にあつてはそれぞれこれ

らの規定による納期限までに、同条第３４

項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提

出し、及びその申告に係る税金又は同条第

１項後段及び第２項後段の規定により提出

があつたものとみなされる申告書に係る税

第３４条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項、第１９項、第２２項及び第２

３項の規定による申告書（第１０項、第１

１項及び第１３項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第４

項、第１９項及び第２３項の申告納付にあ

つてはそれぞれこれらの規定による納期限

までに、同条第２２項の申告納付にあつて

は遅滞なく市長に提出し、及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第３項の

規定により提出があつたものとみなされる



金を施行規則第２２号の４様式による納付

書により納付しなければならない。 

申告書に係る税金を施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなければな

らない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若し

くは事業所を有する法人（以下この条にお

いて「内国法人」という。）が、租税特別

措置法第６６条の７第４項及び第１０項の

規定の適用を受ける場合には、法第３２１

条の８第３６項及び令第４８条の１２の２

に規定するところにより、控除すべき額を

前項の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若し

くは事業所を有する法人（以下この条にお

いて「内国法人」という。）が、租税特別

措置法第６６条の７第５項及び第１１項又

は第６８条の９１第４項及び第１０項の規

定の適用を受ける場合には、法第３２１条

の８第２４項及び令第４８条の１２の２に

規定するところにより、控除すべき額を前

項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の

９の３第３項及び第９項の規定の適用を受

ける場合には、法第３２１条の８第３７項

及び令第４８条の１２の３に規定するとこ

ろにより、控除すべき額を第１項の規定に

より申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の

９の３第４項及び第１０項又は第６８条の

９３の３第４項及び第１０項の規定の適用

を受ける場合には、法第３２１条の８第２

５項及び令第４８条の１２の３に規定する

ところにより、控除すべき額を第１項の規

定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税

等を課された場合には、法第３２１条の８

第３８項及び令第４８条の１３に規定する

ところにより、控除すべき額を第１項の規

定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税

等を課された場合には、法第３２１条の８

第２６項及び令第４８条の１３に規定する

ところにより、控除すべき額を第１項の規

定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申

告書（同条第３３項の規定による申告書を

含む。以下この項において同じ。）に係る

税金を納付する場合には、当該税金に係る

同条第１項、第２項又は第３１項の納期限

（納期限の延長があつたときは、その延長

された納期限とする。第７項第１号におい

て同じ。）の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じ、当該税額に年１４．６パー

セント（申告書を提出した日（同条第３５

項の規定の適用がある場合において、当該

申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該提出期限）までの期間又はその期

間の末日の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して施行規則第２２号の４様

式による納付書により納付しなければなら

ない。 

５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申

告書（同条第２１項の規定による申告書を

含む。以下この項において同じ。）に係る

税金を納付する場合には、当該税金に係る

同条第１項、第２項、第４項又は第１９項

の納期限（納期限の延長があつたときは、

その延長された納期限とする。第７項第１

号において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、当該税額に年１４

．６パーセント（申告書を提出した日（同

条第２３項の規定の適用がある場合におい

て、当該申告書がその提出期限前に提出さ

れたときは、当該提出期限）までの期間又

はその期間の末日の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パー

セント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して施行規則第２２

号の４様式による納付書により納付しなけ

ればならない。 

６ 前項の場合において、法人が法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項に規定

する申告書を提出した日（当該申告書がそ

の提出期限前に提出された場合には、当該

６ 前項の場合において、法人が法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１９

項に規定する申告書を提出した日（当該申

告書がその提出期限前に提出された場合に



申告書の提出期限）の翌日から１年を経過

する日後に同条第３４項に規定する申告書

を提出したときは、詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第３２１条

の１１第１項又は第３項の規定による更正

があるべきことを予知して当該申告書を提

出した場合を除き、当該１年を経過する日

の翌日から当該申告書を提出した日（法第

３２１条の８第３５項の規定の適用がある

場合において、当該申告書がその提出期限

前に提出されたときは、当該申告書の提出

期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。 

は、当該申告書の提出期限）の翌日から１

年を経過する日後に同条第２２項に規定す

る申告書を提出したときは、詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が法第

３２１条の１１第１項又は第３項の規定に

よる更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き、当該１年を経

過する日の翌日から当該申告書を提出した

日（法第３２１条の８第２３項の規定の適

用がある場合において、当該申告書がその

提出期限前に提出されたときは、当該申告

書の提出期限）までの期間は、延滞金の計

算の基礎となる期間から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第３２１条の

８第３４項に規定する申告書（以下この項

において「修正申告書」という。）の提出

があつたとき（当該修正申告書に係る市民

税について同条第１項、第２項又は第３１

項に規定する申告書（以下この項において

「当初申告書」という。）が提出されてお

り、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があつた後に、当該修

正申告書が提出されたときに限る。）は、

当該修正申告書の提出により納付すべき税

額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまで

の部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市

民税又は令第４８条の１６の２第３項に規

定する市民税にあつては、第１号に掲げる

期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第３２１条の

８第２２項に規定する申告書（以下この項

において「修正申告書」という。）の提出

があつたとき（当該修正申告書に係る市民

税について同条第１項、第２項、第４項又

は第１９項に規定する申告書（以下この項

において「当初申告書」という。）が提出

されており、かつ、当該当初申告書の提出

により納付すべき税額を減少させる更正

（これに類するものを含む。以下この項に

おいて「減額更正」という。）があつた後

に、当該修正申告書が提出されたときに限

る。）は、当該修正申告書の提出により納

付すべき税額（当該当初申告書に係る税額

（還付金の額に相当する税額を含む。）に

達するまでの部分に相当する税額に限

る。）については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行

為により市民税を免れた法人が法第３２１

条の１１第１項又は第３項の規定による更

正があるべきことを予知して提出した修正

申告書に係る市民税又は令第４８条の１６

の２第３項に規定する市民税にあつては、

第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の

計算の基礎となる期間から控除する。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減

額更正が、更正の請求に基づくもの（法

人税に係る更正によるものを除く。）で

ある場合又は法人税に係る更正（法人税

に係る更正の請求に基づくものに限

る。）によるものである場合には、当該

減額更正の通知をした日の翌日から起算

して１年を経過する日）の翌日から当該

修正申告書を提出した日（法第３２１条

の８第３５項の規定の適用がある場合に

おいて、当該修正申告書がその提出期限

 ⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減

額更正が、更正の請求に基づくもの（法

人税に係る更正によるものを除く。）で

ある場合又は法人税に係る更正（法人税

に係る更正の請求に基づくものに限

る。）によるものである場合には、当該

減額更正の通知をした日の翌日から起算

して１年を経過する日）の翌日から当該

修正申告書を提出した日（法第３２１条

の８第２３項の規定の適用がある場合に

おいて、当該修正申告書がその提出期限



前に提出されたときは、当該修正申告書

の提出期限）までの期間 

前に提出されたときは、当該修正申告書

の提出期限）までの期間 

８ （略） ８ （略） 

 ９ 法人税法第８１条の２２第１項の規定に

より法人税に係る申告書を提出する義務が

ある法人で同法第８１条の２４第１項の規

定の適用を受けているものが、同条第４項

の規定の適用を受ける場合には、当該法人

及び当該法人との間に連結完全支配関係

（同法第２条第１２号の７の７に規定する

連結完全支配関係をいう。第３４条の２第

３項及び第３６条第４項において同じ。）

がある連結子法人（同法第２条第１２号の

７に規定する連結子法人をいう。第３４条

の２第３項及び第３６条第４項において同

じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６

号に規定する連結申告法人をいう。第３６

条第４項において同じ。）に限る。）につ

いては、同法第８１条の２４第４項の規定

の適用に係る当該申告書に係る連結法人税

額（法第３２１条の８第４項に規定する連

結法人税額をいう。以下この項及び第３６

条第４項において同じ。）の課税標準の算

定期間（当該法人の連結事業年度に該当す

る期間に限る。第３６条第４項において同

じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個

別帰属法人税額を課税標準として算定した

法人税割額及びこれと併せて納付すべき均

等割額については、当該連結法人税額につ

いて法人税法第８１条の２４第１項の規定

の適用がないものとみなして、第７条の規

定を適用することができる。 

９ 法第３２１条の８第５２項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規定に

より、納税申告書により行うこととされて

いる法人の市民税の申告については、同項

の規定にかかわらず、同条第５２項及び施

行規則で定めるところにより、納税申告書

に記載すべきものとされている事項（次項

及び第１１項において「申告書記載事項」

という。）を、法第７６２条第１号に規定

する地方税関係手続用電子情報処理組織を

使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項

において「機構」という。）を経由して行

う方法により市長に提供することにより、

行わなければならない。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する

特定法人である内国法人は、第１項の規定

により、納税申告書により行うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第４２項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次

項及び第１２項において「申告書記載事

項」という。）を、法第７６２条第１号に

規定する地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１

２項において「機構」という。）を経由し

て行う方法により市長に提供することによ

り、行わなければならない。 

１０ （略） １１ （略） 

１１ 第９項の規定により行われた同項の申

告は、申告書記載事項が法第７６２条第１

号の機構の使用に係る電子計算機（入出力

１２ 第１０項の規定により行われた同項の

申告は、申告書記載事項が法第７６２条第

１号の機構の使用に係る電子計算機（入出



装置を含む。）に備えられたファイルへの

記録がされた時に同項に規定する市長に到

達したものとみなす。 

力装置を含む。）に備えられたファイルへ

の記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

１２ 第９項の内国法人が、電気通信回線の

故障、災害その他の理由により地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用することが

困難であると認められる場合で、かつ、同

項の規定を適用しないで納税申告書を提出

することができると認められる場合におい

て、同項の規定を適用しないで納税申告書

を提出することについて市長の承認を受け

たときは、当該市長が指定する期間内に行

う同項の申告については、前３項の規定

は、適用しない。法人税法第７５条の５第

２項の申請書を同項に規定する納税地の所

轄税務署長に提出した第９項の内国法人

が、当該税務署長の承認を受け、又は当該

税務署長の却下の処分を受けていない旨を

記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、市長

に提出した場合における当該税務署長が指

定する期間内に行う同項の申告について

も、同様とする。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線

の故障、災害その他の理由により地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用すること

が困難であると認められる場合で、かつ、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提

出することができると認められる場合にお

いて、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に

行う同項の申告については、前３項の規定

は、適用しない。法人税法第７５条の４第

２項の申請書を同項に規定する納税地の所

轄税務署長に提出した第１０項の内国法人

が、当該税務署長の承認を受け、又は当該

税務署長の却下の処分を受けていない旨を

記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、市長

に提出した場合における当該税務署長が指

定する期間内に行う同項の申告について

も、同様とする。 

１３ （略） １４ （略） 

１４ 第１２項の規定の適用を受けている内

国法人は、第９項の申告につき第１２項の

規定の適用を受けることをやめようとする

ときは、その旨その他施行規則で定める事

項を記載した届出書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内

国法人は、第１０項の申告につき第１３項

の規定の適用を受けることをやめようとす

るときは、その旨その他施行規則で定める

事項を記載した届出書を市長に提出しなけ

ればならない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第６

１項の処分又は前項の届出書の提出があつ

たときは、これらの処分又は届出書の提出

があつた日の翌日以後の第１２項前段の期

間内に行う第９項の申告については、第１

２項前段の規定は適用しない。ただし、当

該内国法人が、同日以後新たに同項前段の

承認を受けたときは、この限りでない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第５

１項の処分又は前項の届出書の提出があつ

たときは、これらの処分又は届出書の提出

があつた日の翌日以後の第１３項前段の期

間内に行う第１０項の申告については、第

１３項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段

の承認を受けたときは、この限りでない。 

１６ 第１２項後段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、第１４項の届出書の提

出又は法人税法第７５条の５第３項若しく

は第６項の処分があつたときは、これらの

届出書の提出又は処分があつた日の翌日以

後の第１２項後段の期間内に行う第９項の

申告については、第１２項後段の規定は適

用しない。ただし、当該内国法人が、同日

以後新たに同項後段の書類を提出したとき

は、この限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、第１５項の届出書の提

出又は法人税法第７５条の４第３項若しく

は第６項（同法第８１条の２４の３第２項

において準用する場合を含む。）の処分が

あつたときは、これらの届出書の提出又は

処分があつた日の翌日以後の第１３項後段

の期間内に行う第１０項の申告について

は、第１３項後段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに同



項後段の書類を提出したときは、この限り

でない。 

  

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

第３４条の２ （略） 第３４条の２ （略） 

２ 前項の場合においては、その不足税額に

法第３２１条の８第１項、第２項又は第３

１項の納期限（同条第３５項の申告納付に

係る法人税割に係る不足税額がある場合に

は、同条第１項又は第２項の納期限とし、

納期限の延長があつた場合には、その延長

された納期限とする。第４項第１号におい

て同じ。）の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント（前

項の納期限までの期間又は当該納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に

法第３２１条の８第１項、第２項、第４項

又は第１９項の納期限（同条第２３項の申

告納付に係る法人税割に係る不足税額があ

る場合には、同条第１項、第２項又は第４

項の納期限とし、納期限の延長があつた場

合には、その延長された納期限とする。第

４項第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年１４．

６パーセント（前項の納期限までの期間又

は当該納期限の翌日から１月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１

１第１項又は第３項の規定による更正の通

知をした日が、法第３２１条の８第１項、

第２項又は第３１項に規定する申告書を提

出した日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提出期

限）の翌日から１年を経過する日後である

ときは、詐偽その他不正の行為により市民

税を免れた場合を除き、当該１年を経過す

る日の翌日から当該通知をした日（法人税

に係る修正申告書を提出し、又は法人税に

係る更正若しくは決定がされたことによる

更正に係るものにあつては、当該修正申告

書を提出した日又は国の税務官署が更正若

しくは決定の通知をした日）までの期間

は、延滞金の計算の基礎となる期間から控

除する。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１

１第１項又は第３項の規定による更正の通

知をした日が、法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項に規定する申

告書を提出した日（当該申告書がその提出

期限前に提出された場合には、当該申告書

の提出期限）の翌日から１年を経過する日

後であるときは、詐偽その他不正の行為に

より市民税を免れた場合を除き、当該１年

を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は

法人税に係る更正若しくは決定がされたこ

と（同条第２項又は第４項に規定する申告

書を提出すべき法人が連結子法人の場合に

は、当該連結子法人との間に連結完全支配

関係がある連結親法人（法人税法第２条第

１２号の６の７に規定する連結親法人をい

う。以下この項において同じ。）若しくは

連結完全支配関係があつた連結親法人が法

人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定を受けたこと。

次項第２号において同じ。）による更正に

係るものにあつては、当該修正申告書を提

出した日又は国の税務官署が更正若しくは

決定の通知をした日）までの期間は、延滞

金の計算の基礎となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額

を増加させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「増額更正」とい

４ 第２項の場合において、納付すべき税額

を増加させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「増額更正」とい



う。）があつたとき（当該増額更正に係る

市民税について法第３２１条の８第１項、

第２項又は第３１項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少

させる更正（これに類するものを含む。以

下この項において「減額更正」という。）

があつた後に、当該増額更正があつたとき

に限る。）は、当該増額更正により納付す

べき税額（当該当初申告書に係る税額（還

付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）に

ついては、前項の規定にかかわらず、次に

掲げる期間（詐偽その他不正の行為により

市民税を免れた法人についてされた当該増

額更正により納付すべき市民税又は令第４

８条の１５の５第４項に規定する市民税に

あつては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。 

う。）があつたとき（当該増額更正に係る

市民税について法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項に規定する申

告書（以下この項において「当初申告書」

という。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税額を

減少させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があつた後に、当該増額更正があつ

たときに限る。）は、当該増額更正により

納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分に相当する税額に限

る。）については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行

為により市民税を免れた法人についてされ

た当該増額更正により納付すべき市民税又

は令第４８条の１５の５第４項に規定する

市民税にあつては、第１号に掲げる期間に

限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

  

 （法人の市民税に係る納期限の延長の場合

の延滞金） 

 （法人の市民税に係る納期限の延長の場合

の延滞金） 

第３６条 （略） 第３６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 法人税法第８１条の２２第１項の規定に

より法人税に係る申告書を提出する義務が

ある法人で同法第８１条の２４第１項の規

定の適用を受けているもの及び当該法人と

の間に連結完全支配関係がある連結子法人

（連結申告法人に限る。）は、当該申告書

に係る連結法人税額の課税標準の算定期間

でその適用に係るものの連結所得（同法第

２条第１８号の４に規定する連結所得をい

う。）に対する連結法人税額に係る個別帰

属法人税額を課税標準として算定した法人

税割額及びこれと併せて納付すべき均等割

額を納付する場合には、当該税額に、当該

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日

の翌日以後２月を経過した日から同項の規

定により延長された当該申告書の提出期限

までの期間の日数に応じ、年７．３パーセ

ントの割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。 

 ５ 第３４条第７項の規定は、前項の延滞金

額について準用する。この場合において、

同条第７項中「前項の規定にかかわらず、



次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為に

より市民税を免れた法人が法第３２１条の

１１第１項又は第３項の規定による更正が

あるべきことを予知して提出した修正申告

書に係る市民税又は令第４８条の１６の２

第３項に規定する市民税にあつては、第１

号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、

「当該当初申告書の提出により納付すべき

税額の納付があつた日（その日が第３６条

第４項の連結法人税額の課税標準の算定期

間の末日の翌日以後２月を経過した日より

前である場合には、同日）から同条第４項

の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。 

 ６ 第３４条の２第４項の規定は、第４項の

延滞金額について準用する。この場合にお

いて、同条第４項中「前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の

行為により市民税を免れた法人についてさ

れた当該増額更正により納付すべき市民税

又は令第４８条の１５の５第４項に規定す

る市民税にあつては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告

書の提出により納付すべき税額の納付があ

つた日（その日が第３６条第４項の連結法

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日

以後２月を経過した日より前である場合に

は、同日）から同条第４項の申告書の提出

期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

  

   附 則    附 則 

 （延滞金の割合の特例）  （延滞金の割合の特例） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 当分の間、第３６条第１項に規定する延

滞金の年７．３パーセントの割合は、これ

らの規定にかかわらず、各年の平均貸付割

合に年０．５パーセントの割合を加算した

割合が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年中においては、その年

における当該加算した割合とする。 

２ 当分の間、第３６条第１項及び第４項に

規定する延滞金の年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の

平均貸付割合に年０．５パーセントの割合

を加算した割合が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年中において

は、その年における当該加算した割合とす

る。 

  

 
 （八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（令和元年八王子市

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 



 （個人の市民税の非課税の範囲）  （個人の市民税の非課税の範囲） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者

に対しては、市民税（第２号に該当する者

にあつては、第３６条の２の規定により課

する所得割（以下「分離課税に係る所得

割」という。）を除く。）を課さない。た

だし、法の施行地に住所を有しない者につ

いては、この限りでない。 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者

に対しては、市民税（第２号に該当する者

にあつては、第３６条の２の規定により課

する所得割（以下「分離課税に係る所得

割」という。）を除く。）を課さない。た

だし、法の施行地に住所を有しない者につ

いては、この限りでない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親

（これらの者の前年の合計所得金額が１

３５万円を超える場合を除く。） 

 ⑵ 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単

身児童扶養者（これらの者の前年の合計

所得金額が１３５万円を超える場合を除

く。） 

２ （略） ２ （略） 

  

 
 （八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成３０年八王子

市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

 （手持品課税に係る市たばこ税）  （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する

場合には、前３項に規定するもののほか、

第３条の規定による改正後の八王子市市税

賦課徴収条例（以下この項及び次項におい

て「２年新条例」という。）第１０条、第

７８条第４項及び第５項、第８０条の２並

びに第８１条の規定を適用する。この場合

において、次の表の左欄に掲げる２年新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する

場合には、前３項に規定するもののほか、

第３条の規定による改正後の八王子市市税

賦課徴収条例（以下この項及び次項におい

て「３２年新条例」という。）第１０条、

第７８条第４項及び第５項、第８０条の２

並びに第８１条の規定を適用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる３２年

新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

   （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  ５ ２年新条例第７９条の規定は、販売契約

の解除その他やむを得ない理由により、市

の区域内に営業所の所在する小売販売業者

に売り渡した製造たばこのうち、第１項の

規定により市たばこ税を課された、又は課

されるべきものの返還を受けた卸売販売業

者等について準用する。この場合におい

て、当該卸売販売業者等は、施行規則第１

６条の２の５又は第１６条の４の規定によ

り、これらの規定に規定する申告書に添付

すべき施行規則第１６号の５様式による書

５ ３２年新条例第７９条の規定は、販売契

約の解除その他やむを得ない理由により、

市の区域内に営業所の所在する小売販売業

者に売り渡した製造たばこのうち、第１項

の規定により市たばこ税を課された、又は

課されるべきものの返還を受けた卸売販売

業者等について準用する。この場合におい

て、当該卸売販売業者等は、施行規則第１

６条の２の５又は第１６条の４の規定によ

り、これらの規定に規定する申告書に添付

すべき施行規則第１６号の５様式による書



類中「返還の理由及びその他参考となるべ

き事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて第１項の規定

により市たばこ税が課された、又は課され

るべきであった旨を証するに足りる書類に

基づいて、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの本数を記載した上で同様式による

書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。 

類中「返還の理由及びその他参考となるべ

き事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて第１項の規定

により市たばこ税が課された、又は課され

るべきであった旨を証するに足りる書類に

基づいて、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの本数を記載した上で同様式による

書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。 

  

 （手持品課税に係る市たばこ税）  （手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する

場合には、前３項に規定するもののほか、

第４条の規定による改正後の八王子市市税

賦課徴収条例（以下この項及び次項におい

て「３年新条例」という。）第１０条、第

７８条第４項及び第５項、第８０条の２並

びに第８１条の規定を適用する。この場合

において、次の表の左欄に掲げる３年新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する

場合には、前３項に規定するもののほか、

第４条の規定による改正後の八王子市市税

賦課徴収条例（以下この項及び次項におい

て「３３年新条例」という。）第１０条、

第７８条第４項及び第５項、第８０条の２

並びに第８１条の規定を適用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる３３年

新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

   （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  ５ ３年新条例第７９条の規定は、販売契約

の解除その他やむを得ない理由により、市

の区域内に営業所の所在する小売販売業者

に売り渡した製造たばこのうち、第１項の

規定により市たばこ税を課された、又は課

されるべきものの返還を受けた卸売販売業

者等について準用する。この場合におい

て、当該卸売販売業者等は、施行規則第１

６条の２の５又は第１６条の４の規定によ

り、これらの規定に規定する申告書に添付

すべき施行規則第１６号の５様式による書

類中「返還の理由及びその他参考となるべ

き事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて第１項の規定

により市たばこ税が課された、又は課され

るべきであった旨を証するに足りる書類に

基づいて、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの本数を記載した上で同様式による

書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。 

５ ３３年新条例第７９条の規定は、販売契

約の解除その他やむを得ない理由により、

市の区域内に営業所の所在する小売販売業

者に売り渡した製造たばこのうち、第１項

の規定により市たばこ税を課された、又は

課されるべきものの返還を受けた卸売販売

業者等について準用する。この場合におい

て、当該卸売販売業者等は、施行規則第１

６条の２の５又は第１６条の４の規定によ

り、これらの規定に規定する申告書に添付

すべき施行規則第１６号の５様式による書

類中「返還の理由及びその他参考となるべ

き事項」欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて第１項の規定

により市たばこ税が課された、又は課され

るべきであった旨を証するに足りる書類に

基づいて、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの本数を記載した上で同様式による

書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。 

  

 
附 則 

 （施行期日） 



第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中第７４条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４項の改

正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日 

⑵ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び次条並びに附則第３条の規

定 令和３年１月１日 

⑶ 第２条中第７４条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定 令和

３年１０月１日 

⑷ 第３条及び附則第４条の規定 令和４年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条例（以下「２条新

条例」という。）附則第５条の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以

後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金に

ついては、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 ２条新条例第２２条及び第２３条の２第１項の規定は、令和３年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る２条新条例第２３条

の２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」と

あるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」

という。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第

３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規

定する寡夫である第１１条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」と

する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条

例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下

この条において「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法

等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１



条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年

法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１

２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連

結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人

事業年度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を

除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号

施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に

開始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事

業年度をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年

度が４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 第１条の規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条例（以下「１条新

条例」という。）第３７条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

２ １条新条例第３７条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。 

３ １条新条例第５５条の６の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者

であることを知った者について適用する。 

４ 令和２年４月１日から施行日（附則第１条本文に規定する施行の日をい

う。）の前日までの間に新たに取得された地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第１５条第３０項第２号ハに規定する特定再生可能エネルギー発電設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 


